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第三次東松山市観光振興基本計画策定支援業務プロポーザル実施要項 

 

１．目的 

第二次東松山市観光振興基本計画（以下、「第二次計画」という。）の計画期間が令和７年

度に満了するため、令和８年度を初年度とする第三次東松山市観光振興基本計画（以下、

「第三次計画」という。）を令和６年度から令和７年度までの２か年で策定する。具体的に

は、令和６年度は本市がこれまで取り組んできた観光の評価や課題、目指すべき方向性を明

らかにするために必要な調査等を行い、令和７年度では、令和６年度の調査結果等を基に観

光振興計画を策定するもので、本業務の遂行に当たっては、観光情報の取得や調査、分析

と、それらに基づいた計画策定など専門的な知識や技術を要することから、公募型プロポー

ザル方式に基づき、委託事業者を選考するために必要な事項を定めるものである。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名 

第三次東松山市観光振興基本計画策定支援業務 

（２）業務内容 

別紙「第三次東松山市観光振興基本計画策定支援業務仕様書」のとおりとする。 

（３）業務期間 

契約締結日から令和８年３月１９日までとする。 

（４）提案上限額 

金１２，１００，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

※上記の金額内で提案を募集するものであり、契約締結に関する予定金額ではない。 

（５）支払方法 

業務完了後の一括払い 

 

３．プロポーザルの概要 

（１）名称 

第三次東松山市観光振興基本計画策定支援業務プロポーザル（以下、「本プロポーザル」

という。） 

（２）方法 

公募型プロポーザル 

（３）担当 

担当課 東松山市環境産業部商工観光課 

所在地 〒３５５－８６０１東松山市松葉町１－１－５８ 

東松山市役所 本庁舎地下１階 

電話番号 ０４９３－２３－２２２１（内線５５０） 

ＦＡＸ番号 ０４９３－２３－７７００ 

アドレス SHOKOKANKOKA@city.higashimatsuyama.lg.jp 
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４．参加資格要件 

 本プロポーザルに参加することができる者（提案者になろうとする者）は、次の各事項に掲

げる全ての要件を満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

（２）プロポーザル実施要項公表の日から本業務の契約候補者として市から指定される日ま

での間において、東松山市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２８年４月

１日制定）による入札参加停止の措置を受けていないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされ

ている者（更生手続き開始決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされ

ている者（再生手続き開始決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団でないこと、又は、その利益となる活動を行っていないこと。 

（６）国税及び地方税の滞納がないこと。 

 

※当該事業のプロポーザルは、東松山市競争入札参加資格を有するものが少なく、入札参

加資格の有無に関わらず広く提案を求める必要があるため、入札参加資格の有無は問わ

ない。 

※東松山市物品等入札参加資格審査に準じた書類提出による審査を行う。 

 

５．募集及び選定スケジュール 

期日等 内容 

令和６年４月１９日（金） 実施要項等の掲示（市ホームページ） 

令和６年５月  ７日（火）午後５時まで 質問書の提出期限（電子メール） 

令和６年５月 １０日（金） 質問書の回答（市ホームページ） 

令和６年５月１７日（金）午後５時まで 参加申込みの期限（書類の提出） 

令和６年５月２１日（火） プレゼンテーションに係る通知 

令和６年５月３１日（金） プレゼンテーションの実施 

令和６年６月下旬 契約候補者の決定及び結果通知 

令和６年７月上旬 契約候補者との協議・契約 

 

６．参加申込み 

（１）受付期間 

令和６年５月１７日（金）午後５時まで（必着） 

（２）提出方法 

「３．プロポーザルの概要（３）担当」宛てに持参又は郵送により提出することとす

る。持参の場合は、提出期間中の受付時間は平日の午前８時３０分から午後５時までと
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する。郵送の場合は、受付期間内に到着したものに限り受け付ける。提出期限後におけ

る追加資料の提出は認めない。なお、郵便事故等については提出者のリスク負担とし、

異議を申し立てることはできない。 

 

（３）提出書類 

 提出書類 備考 

① プロポーザル参加申込書（様式

第１号） 

 

② 会社概要（任意様式） 「７．提出書類作成（１）会社概要」参照 

③ 法人の登記事項証明書 発行日より３ヶ月以内。写し可。 

④ 法人税、消費税及び地方消費税

の納税証明書（その３の３） 

発行日より３ヶ月以内。写し可。 

⑤ 法人市民税の納税証明書（市内

事業所のみ） 

発行日より３ヶ月以内。写し可。 

⑥ 企画提案書表紙（様式第２号）  

⑦ 企画提案書（任意様式） 「７．提出書類作成（２）企画提案書」参照 

⑧ 業務工程表（任意様式） 「７．提出書類作成（３）業務工程表」参照 

⑨ 業務実施体制（様式第３号） 「７．提出書類作成（４）業務実施体制」参照 

⑩ 業務実績書（様式第４号） 「７．提出書類作成（５）業務実績書」参照 

⑪ 見積書（任意様式） 「７．提出書類作成（６）見積書」参照 

⑫ 辞退届（様式第５号） 「７．提出書類作成（７）辞退届」参照 

（４）提出部数 

 下記のとおり正本１部、副本１１部を提出する。 

（ア）正本（上記書類①～⑪） １部（社名等を表記すること。） 

（イ）副本（上記書類⑦～⑪）１１部（社名等の提案事業者が特定できる記載は全て削除

すること。） 

（５）提出された書類の取扱い 

提案事業者から提出された書類は返却しない。 

 

７．提出書類作成 

本プロポーザルに参加する者は、本要領及び第三次東松山市観光振興基本計画策定支援業

務仕様書の条件を満たす企画提案をすること。なお、審査を公平に実施するため、副本につ

いては、会社名やロゴマーク等、提案者を特定できる表示はしないこと。 

（１）会社概要（任意様式） 

会社の沿革、組織などを記載してください。パンフレット等でも可とする。 
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（２）企画提案書（任意様式） 

（ア）仕様書に定める委託内容に基づいた提案をより具体的に行うこと。本業務を遂行す 

るに当たり、より効果的と思われる内容、配慮すべき内容があれば記載すること。 

 （イ）難解な用語等の使用は極力避ける、もしくは使用の場合は脚注を付けること。 

（ウ）Ａ４版で作成し、目次をつけること。Ａ３用紙を使用の場合は折り込んでＡ４版と 

する。 

 （エ）ページ数に制限は設けないが、図や表、絵などにより分かりやすく簡潔に記載する 

こと 

（３）業務工程表（任意様式） 

 令和６年７月上旬に予定している契約締結後からの業務の工程表を作成すること。 

なお、市で示しているスケジュール案はあくまでも目安であるため、より効率的・効果

的なものであれば、そのスケジュール案に沿ったスケジュールでなくても差し支えない。 

（４）業務実施体制（様式第３号） 

本業務を実施するための実施体制や、本業務に従事する予定の責任者、担当者等につい

て記載すること。 

（５）業務実績書（様式第４号）

令和元年度から令和５年度までの過去５年間について、本業務と同種又は類似する業務

実績を記載すること。業務実績一覧には、発注者、業務名、契約金額、契約期間、業務概

要を記載すること（主なもの１０件以内）。 

（６）見積書（任意様式） 

「東松山市長宛て」とし、本業務を受託するに当たり希望する契約金額について、参考

見積書を提出すること。その際、消費税及び地方消費税の税率は１０％とし、税込で記載

するとともに、事業費等の内訳を分かりやすく明示すること。なお、副本は、提案事業者

が特定できないよう社名や押印の欄は空欄とすること。 

（７）辞退届（様式第５号） 

参加申込書を提出後、辞退する場合はプレゼンテーション前日までに辞退届（様式第５号）

を「３．プロポーザルの概要（３）担当」宛てに持参又は郵送により提出すること。 

 

８．質問書の提出 

本プロポーザルに関する質疑がある場合には、次のとおり質問書を電子メールにて提出す

ること。電話や来訪による口頭での質問及び当該期間以外の期間における質問は一切受け付

けない。 

（１）受付期間 

令和６年５月７日（火）午後５時まで 

（２）提出方法及び提出先 

質問書（様式第６号）に内容を記入、押印のうえ、「３．プロポーザルの概要（３）担

当」宛てに電子メールにより提出すること。メールのタイトルを「プロポーザル質問書

（事業者名）」とし、電子メール送信後、確認のため、電話による連絡を行うこと。 

（３）質問への回答 
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令和６年５月１０日（金）までに市ホームページ上で回答する。なお、回答に対する再

質問は受け付けない。 

 

９．審査 

（１）審査方法 

第三次東松山市観光振興基本計画策定支援業務プロポーザル選定委員会（以下「選考委

員会」という。）の委員が、提出された企画提案書等のほか、プレゼンテーションの内容

について総合的に審査を行い、１者を契約候補者として選定する。 

参加者が１者の場合も審査を行うこととし、参加者が６者以上の場合は、書類審査によ

る「業務実績」、「見積金額」に基づく評価により上位５者のみプレゼンテーション・ヒ

アリングを実施できるものとする。 

プレゼンテーション・ヒアリングの実施については、参加申込した事業者全てに対し、

令和６年５月２１日（火）までに電子メールにて通知する。 

なお、プレゼンテーションの資料については、審査を公平に実施するため、会社名やロ

ゴマーク等、提案者を特定できる表示はしないこと。 

（２）提案書等に係るプレゼンテーション 

（ア）日時 令和６年５月３１日（金）に実施予定 

※やむを得ない事情により、当該期日での実施が困難と認められる場合は、

実施日を変更する場合がある。 

※時間・会場等の詳細については、令和６年５月２１日（火）に通知する。 

（イ）内容 提案内容のプレゼンテーション及び質疑応答 

※提出書類の内容と異なる新たな提案は行わないこと。 

※パソコン、プロジェクター等を使用する場合は、事前に連絡すること。 

その場合は、当日パソコンは持参すること。 

（３）出席人数 

原則として、参加者の出席人数は３名以内とする。なお、本業務の責任者となる予定の

者は必ず出席すること。 

（４）プレゼンテーション等の時間 

プレゼンテーションは、参加者による説明２０分以内（パソコン・プロジェクターの使

用は可）、質疑応答は１０分程度とする。 

なお、資料の追加配布は、先に提出した提案資料の記載内容を逸脱しない範囲に限り

可とする。 

（５）審査項目 

次の表の審査項目に基づいて提案内容を審査し、点数が最も高い参加者を契約候補者

として選定する。 

最高点の者が複数の場合は、見積金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者として

選定する。なお、見積金額も同額の場合は、委員間で意見交換を行った上で、委員長が決

定する。 
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 審査項目 配点 

書
類
審
査 

業務実績 
本業務と同種・類似の業務（他市の観光動向調査・観光

計画策定等）の実績があるか。 

  ５点 

見積金額 

コストの縮減を図っているか。 

※（６）提案価格の得点化方法のとおり、見積金額を提案

上限額（1,210 万円）で除した按分率により採点。ただし、

見積金額が提案上限額を超えた場合は失格とする。 

 １０点 

企
画
提
案
審
査 

観光情報 

調査・分析 

本市の観光の現状と課題を明らかにするための調査・分

析、必要な観光に関するデータの取得など、計画策定に

活かせる提案となっているか。 

 ３０点 

計画立案・

方向性 

国や県及び市の動向や社会情勢を踏まえ、現時点で第三

次計画の策定をどのように行うべきか、その方向性が具

体的に提案されているか。 

 ３０点 

独自性 
本業務を遂行するに当たり、独自の提案や、新たな施策

が生まれるような手法の提案があるか。 

 １５点 

実施スケジ

ュール 

スケジュール案が具体的かつ明確か。また、提案された

内容とスケジュール案に無理・無駄はないか。 

  ５点 

業務体制 
業務内容が的確に遂行されるための人員と組織の体制が

整っているか。 

  ５点 

 合計 １００点 

 

（６）提案価格の得点化方法 

見積金額（提案価格）を提案上限額 1,210 万円（税込）で除した按分率について、下記

の基準に基づき採点する。ただし、見積金額が提案上限額を超えた場合は失格とする。 

 

按分率(見積金額÷提案上限額) 得点 

０．８２以下 １０ 

０．８２を超え０．８４以下  ９ 

０．８４を超え０．８６以下  ８ 

０．８６を超え０．８８以下  ７ 

０．８８を超え０．９０以下  ６ 

０．９０を超え０．９２以下  ５ 

０．９２を超え０．９４以下  ４ 

０．９４を超え０．９６以下  ３ 

０．９６を超え０．９８以下  ２ 

０．９８を超え１．００以下  １ 

１．００を超える 失格 

 

（例）見積金額 1,000 万円（税込）の場合 

 

見積金額÷提案上限額 

＝1,000 万円÷1,210 万円 

≒0.826 

 

按分率の表では、 

0.826 は「0.82 を超え 0.84 以下」なので、 

得点は９点となる。 
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（７）失格 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（ア）見積金額が提案上限額を超えた場合 

（イ）本プロポーザルに係る提出書類の提出が、提出期限を過ぎた場合 

（ウ）本プロポーザルに係る提出書類に虚偽の記載があった場合 

（エ）（イ）及び（ウ）の他この要項の規定に反する行為を行った場合 

（オ）本プロポーザルに関して信義に反する行為や社会的信用を損なう行為を行った場合 

 

１０．選定結果の通知 

令和６年６月下旬に選定結果の通知を郵送する。 

 

１１．契約の締結 

（１）市と契約候補者は、仕様、スケジュール、見積金額等の契約内容についての協議を 

行い、協議が成立したときは、契約を締結する。 

（２）提出書類に記載された事項は、契約時の仕様として取り扱う。ただし、本業務の目的

達成のために修正すべき事項があると市が判断したときは、協議により、業務の追加、

変更、削除、見積金額等の変更を行うことがある。 

（３）契約内容等に関する協議が成立しないとき又は契約締結までに契約候補者が参加資

格を失ったとき、あるいは虚偽の提案を行ったことが判明した等の場合、当該事業者

を失格とし、審査結果の次順位の者を新たに契約候補者として選定することができる。 

 

１２．留意事項 

（１）参加者が本プロポーザルに要した経費については、全て参加者の負担とする。 

（２）災害の発生等やむを得ない理由等により、本プロポーザルを実施することができな

いと認めるときは、中止又は変更を行う場合がある。その場合、本プロポーザルに要

した経費は、全て参加者の負担とする。 

（３）提案書等の提出後は、原則として、記載内容の変更を行うことはできない。 

（４）提出された書類等は返却しない。 

（５）参加者は、本プロポーザルの審査結果に異議を申し立てることができない。 


